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「天塩町社会福祉協議会居宅介護支援事業所」 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 当事業所は利用者に対して指定居宅介護支援のサービスを提供いたします。事業所の運

営に関する規程の概要や提供するサービスの内容など、契約上ご注意いただきたい重要な

事項について、次の通り説明いたします。 

 

※ 要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、能力に応じ自立した

 生活を営む事が出来るよう利用者やご家族様の希望を伺いながら、自立支援を目標に居

 宅サービス計画（ケアプラン）を作成いたします。 

 

     ≪サービス相談窓口≫ 

       電  話   ０１６３２－２－３２０１ 

       担  当   介護支援専門員  塚 本  房 子 

       営業時間   平日 午前８時３０分から午後５時３０分 

                  ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。 
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 １ 事業者 

  （１） 法人所在地   北海道天塩郡天塩町字川口５６９９番地の１ 

  （２） 法 人 名   社会福祉法人 天塩町社会福祉協議会 

  （３） 電 話 番 号    ０１６３２－２－３２０１ 

  （４） 代表者氏名   会 長  長 瀬 啓 嗣 

  （５） 設 立 年 月    平成元年１１月２８日 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（北海道指定 第０１７６７００３３４号） 
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２ 事業所の概要 

 

 （１） 事業所の種類   居宅介護支援  

 

 （２） 事 業 の 目 的   天塩町社会福祉協議会が開設する天塩町社会福祉協議会 

              居宅介護支援事業所（以下「事業所」という。)の適正な 

              運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を 

              定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援

              状態（以下「要介護状態等」という。）にある高齢者に対し、

              適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 

 

 （３） 事業所の名称   天塩町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

 

 （４） 事業所の所在地  天塩郡天塩町字川口５６９９番地の１ 

              天塩町保健ふれあいセンター内 

 

 （５） 電話番号     ０１６３２－２－３２０１ 

     F A X     ０１６３２－９－２８００ 

 

 （６） 事業所長（管理者）   氏名  耒田 寛 

 

 （７） 当事業所の運営方針  

    ・ 事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその 

     居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように

     配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の 

     選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス（以下「指定居宅 

     サービス等」という。）が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう

     支援を行う。                     

    ・ 事業の実施にあたっては、関係市町村・在宅介護支援センター・他の指定 

     居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、 

     利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供 

     される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に 

     不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。 

 

 （８） 開設年月   平成２３年 ８月１５日 

 

 （９） 事業所が行っている他の業務 

      当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

       [天塩町特別養護老人ホーム恵愛荘] 

       [天塩町在宅介護老人指定短期入所生活介護] 

       [天塩町デイサービスセンター] 

       [天塩訪問介護事業所] 

       [天塩町ケアハウスかがやき] 
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３ 事業実施地域及び営業時間 

 

 （１） 通常の事業の実施地域   天塩町の地域 

 

 （２） 営業日及び営業時間      

    ・ 月曜日～金曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月３１日

              から翌年の１月５日までの日を除く。） 

    ・ 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

    ・ 電話により、２４時間連絡が可能な体制とする。 

 

４ 職員の体制及び職務内容 

   当事業所では、利用者に対し指定居宅介護サービスを提供する職員として、以下の

  職種の職員を配置しています。 

  

 < 主な職員の配置状況 >  ※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

従事者の職種 員数 指定基準 勤務体制 資格 

１ 管理者    （常勤） １ １ 兼務 
介護支援専門員 

社会福祉士 

２ 介護支援専門員（常勤） １ １ 専任 
介護支援専門員 

介護福祉士 

３ 介護支援専門員（常勤） １ ― 兼務 
介護支援専門員  

社会福祉士 

4 事務職員   （常勤） 1  兼務 社会福祉主事 

５   ―   

 

  管理者      管理者は、事業所の従事者の管理、指定居宅介護支援の利用者の

          申込みに関わる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を  

          一元的に行うとともに、従業者に事業運営に必要な指揮命令を  

          行う 

 

  介護支援専門員  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成及び指定居宅 

          サービス事業者との連絡調整を行う。また市町村からの受託に 

          基づく要介護認定調査業務にあたる。 

 

  事務職員     管理者の命令を受けて担当業務に従事する。 

 

５ 指定居宅介護支援の提供方法・内容・料金 

  （１） 提供方法 

    ・ 相談体制 

       事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応いたします。 

    ・ 居宅サービスの計画 

    ・ サービス担当者会議 

       居宅サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該
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      計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス

      担当者会議を開催いたします。 

    ・ 居宅訪問 

       居宅サービス計画作成にあたり、利用者のおかれている環境の評価や現に

      抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行います。 

       また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を居宅

      訪問や電話により把握及び評価を行い、サービス計画の変更など、利用者が

      求めるサービスが適切に提供されるようサービスの提供を行います。 

    ・ その他 

       利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められる

      サービスの提供を行います。 

    

  （２） 料 金 

       要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険から原則として全額給

      付されますので、利用者の費用負担はありません。 

       ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、利用料

      をお支払いただく場合があります。この場合、当事業所から指定居宅介護支

      援提供証明書を発行いたしますので、後日市町村の窓口に提出しますと、全

      額払い戻しを受けることができます。 

 

   ＜ 基本単位 ＞  

    要支援１・２     ４，３１０円 ／ 月 

    要介護１・２    １2，１６０円 ／ 月 （特別地域加算１５％を含んでいます） 

    要介護３・４・５  １５，７９０円 ／ 月 （特別地域加算１５％を含んでいます） 

                   

   ＜ 加 算 ＞ 

    初回加算        ３，０００円 ／ 回 

    入院時情報連携加算Ⅰ  ２，０００円 ／ 月 

    入院時情報連携加算Ⅱ  １，０００円 ／ 月 

    退院・退所加算     ３，０００円 ／ 回 

    緊急時等居宅カンファレンス加算   

２, ０００円 ／回 

              上記以外の加算を算定させていただく場合もあります。 

 

   ＜ 交通費 ＞ 

    前記３の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

    

   ＜ 解除料 ＞ 

    利用者はいつでも契約を解除する事ができ、解除料はかかりません。 

 

６ 苦情の受付について（契約書第 23 条参照） 

 

 （１） 苦情の受付 

      当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

       ○ 苦情受付窓口（担当者） 

         天塩町社会福祉協議会福祉活動専門員  吉田 梢 
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       ○ 受付時間    

         来所相談 月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時３０分 

         電話相談 月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時３０分 

             夜間については担当職員に転送され対応いたします。 

 

 （２） 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

      ・ 苦情があった場合は、ただちに管理者が相手側に連絡を取り、直接訪問

       するなどして詳しい事情を聞くとともに、介護支援専門員からも事情を確

       認いたします。 

      ・ 即日処理可能な事例については即日処理し、即日処理困難事例について

       は、検討会議を開催して翌日までに具体的な対応を行います。 

      ・ 記録を台帳に保管し、再発防止に努めます。 

 （３） 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

      ・ 自らが居宅介護サービス計画に位置付けたサービスに苦情があった場合

       は、その内容に応じて事業者に対する事実の確認・連絡調整・改善を行い

       ます。 

      ・ 苦情等があった場合に市町村等から調査・連絡調整等の要請があった際

       は、その趣旨に沿って対応いたします。 

  

 （４） その他参考事項 

      ・ 通常から介護支援専門員の資質向上に努め、苦情等がないようにサービ

       ス提供を行います。 

 

 （５） 行政機関その他苦情受付機関 

天塩町  

福祉課地域ケア係 

所 在 地 北海道天塩郡天塩町新栄通８丁目 1466 番地の 113 

電話番号 ０１６３２－２－１００１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０１６３２－２－２４６４ 

受付時間 ８：４５～１７：１５ 

北海道国民健康保険 

団体連合会 

総務部介護保険課 

企画・苦情係 

所 在 地 北海道札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号 ０１１－２３１－５１６１ （内６１１１） 

Ｆ Ａ Ｘ ０１１－２３３－２１７８ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

北海道社会福祉協議会 

北海道福祉サービス 

運営適正化委員会 

所 在 地 北海道札幌市中央区北 2 条西７丁目 

電話番号 ０１１－２０４－６３１０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０１１－２０４－６３１１ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

７ 事故発生時の対応について 

 

   事故発生時（契約書第８条参照） 

    ○ 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、

     速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行いま

     す。また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐために対策を講じます。 

 

    ○ 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により

     賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 

 



 6 

 

８ 秘密保持（契約書第７条参照） 

     ○ 当事業所の従業者は、サービス提供を行う上で知り得た利用者及びその家

      族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は解

      約後も同様です。 

      

     ○ 当事業所は、重要事項説明の同意をもって、以下に挙げる理由に限り、利

      用者及びその家族に関する情報を提供します。 

      ① 要介護認定調査及び居宅サービス計画の内容について、関係する都道府

       県、市町村、関係機関及びその委託を受けた機関が情報提供を求めた場合。 

      ② 主治医等が居宅サービスの内容について情報提供を求めた場合。 

      ③ 居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の関係者が、

       サービス担当者会議などサービス提供上情報を用いる必要がある場合。 

 

９ 緊急時の対応（契約書第９条参照） 

    ○ 事業者は、訪問時において利用者の体調等が急変した際、主治医または、医

     療機関に適切に連絡を取り、必要な行為を行います。また、事故等により、財

     産の破損等の際は速やかに利用者及びその家族に連絡いたします。 

 

１０ 身分証携行義務（契約書第 1０条参照） 

    ○ 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利

     用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１１ その他運営についての留意事項 

    ・ 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の資質向上を図るための研修の機会

      を設けるものとし、また、業務体制を整備いたします。 

    ・ 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持いたします。 

    ・ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持さ

      せるため、従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持するべき

      旨を、従業者との雇用契約の内容といたします。 

    ・ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、天塩町社会福祉協

      議会と事業所の管理者との協議にもとづいて定めるものといたします。 



 7 

 

令和 元年  月  日  

 

 指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

 天塩町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

 説明者職名 介護支援専門員   氏名   塚 本  房 子  印 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から居宅介護支援サービスについての重要事項の説明を

受け、同意しました。 

 

 

           利用者 住所                      

 

               氏名                    印 

 

           家 族 住所                       

 

               氏名                    印 

 

               続柄            

 

緊 急 時 の 連 絡 先 

氏  名 
 

                     （続柄     ） 

住  所 
〒   － 

  

電話番号  

 


